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第３回 吉野川堤防強化検討委員会

日 時：平成１７年３月１０日（木）

１３：３０～１７：００

場 所：ウェルシティ徳島

（徳島厚生年金会館）３階 エディ

【司会】

第３回吉野川堤防強化検討委員会を開催いたします。

私、本日の司会を務めます、国土交通省 徳島河川国道事務所で河川担当の副所長を

しております○○でございます。よろしくお願いいたします。

開催にあたりまして、傍聴の皆さんにお願いいたします。

受付でお渡しいたしました傍聴規定に従って傍聴をお願いいたします。

それでは、まずはじめに資料の確認をさせていただきます。

Ａ４で議事次第と書いてあるものと、第３回委員会資料、それから右上に資料１，２

ということで三部冊に資料がなっております。御確認して下さい。

揃っているようでございますので、本会を始めますにあたりまして、徳島河川国道事

務所の所長、○○より御挨拶を申し上げます。

【○○委員】

徳島河川国道事務所長の○○でございます。

今日は年度末の大変お忙しい中を第３回吉野川堤防強化検討委員会にお集まりいただ

きまして、誠にありがとうございます。

前回第２回の委員会につきましては、昨年の１２月に開催させていただきました。そ

の際、吉野川では台風１０号，１６号、それから２１号，２３号と記録的な豪雨が続い

た。その結果、護岸が壊れたり、あるいは堤防が洗掘を受けたり、あるいはのり崩れし

た。それから漏水個所も多く発生した。早急な対策が急がれるというようなことをお話

申し上げました。その後、先月になりますけども、２月の初旬に１６年度の補正予算が

国会の方で認められました。これは昨年の度重なる災害、これは全国的な災害だったわ

けでございますけども、その災害復旧の予算の確保、これを主な目的として補正予算が

成立しております。
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ここ吉野川、それから旧吉野川につきましては、箇所数でいいますと４０ヶ所、金額

でいいますと９６億円の災害復旧の予算を認めていただきました。これらの被災を受け

た箇所の災害対策をいよいよこれから始めるというような状況になっておるわけでござ

います。

前回の委員会におきましては、堤防の浸透、それから侵食に対する安全性への評価方

法、あるいはその照査の際の条件について議論をしていただきました。今日は、全ての

その堤防の断面ではないですが、その結果が出ております。後ほど事務局の方から説明

があると思いますが、必ずしも所要の安全性を満たしていないというようなところも出

てきております。

皆さんご承知のとおり、昨年兵庫県の円山川では破堤をいたしまして、大被害、甚大

な被害が出ております。堤防というのは治水対策上、最も基本的で、大事な施設だと思

っております。今日はその検討結果も踏まえて、そのあたり十分御審議をお願いしたい

と思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【司会】

ありがとうございました。

ここからの議事進行につきましては、○○委員長にお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。

【○○委員長】

みなさんこんにちは。

この委員会、一度目が昨年８月２３日、２度目が１２月８日でした。今回三度目の会

を迎えることになりました。まだまだ議論することがたくさん残っておりますが、そう

は言っても三度目ということで、随分いろんな成果が出てきつつあります。

、 、 、先程○○委員の方からお話ありましたように 昨年は大変な水災害 台風による水害

あるいは地震による災害、こういうのが随分国の内外で経験してまいりました。それに

おける下で、先般気象庁の長期予報だったでしょうか、今年度２００５年度の気温が、

観測史上最高になるというようなそういう予想が出てまいりました。私それを耳にした

時に、ああまた今年の夏も台風が多く発生し、しかも温度が高いということで非常に勢

力を保ったまま本土に向かって上陸してくるというようなことで、またまた土砂災害、

水災害が予見されるなと、そういう気持ちになりました。そういうような状況のところ

を、この委員会、今日三度目を迎えましたが、一時も早くに実りのある成果が得られる
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。 、 、 。ことを期待したいと思います どうぞ真摯な議論 ご協力 よろしくお願いいたします

それでは、この議事次第に従って進行させていただきますが、まずはじめに、前回の

議事録要旨の確認と、前回指摘事項がございましたが、その説明等について事務局よろ

しくお願いします。

【事務局】

応用地質の○○でございます。

座ってご説明させていただきます。

まず、前回第２回検討委員会についてです。

議事の概要はこの資料の方に入れてございます。ここではその時の指摘事項、それか

らその回答について３点ご説明いたしたいと思います。

、 、 、まず一つは テーマの方に書いてございますけども 一連区間についてということで

ご指摘として「一連区間」の意味が分かりにくいため表現を再考することというご指摘

がございました。これにつきましては 「一連区間」というものを「外力一定区間」と、

いう言葉に改めたいと思っております。この詳しい中身についてはまた浸透の方の外力

の説明の方でご説明いたします。

それから２番目として、強度定数の設定方法について、強度設定の是非を評価するた

めに、三軸圧縮試験の条件を提示することというご指摘がございました。これにつきま

しては、資料の①の方に、吉野川堤防における三軸圧縮試験データということで、全て

。 。の土質試験のデータを収録いたしました そちらの方で見ていただきたいと思ってます

それから三つ目の方でありますけども、モニタリングについてということで、モニタ

リングの観測孔の配置理由と設置深度の根拠を提示することというご指摘がございまし

た。これについてご説明いたします。

まず、モニタリングの設置を行ったのは、左岸の２１ ６００でございます。この地k

点ではこの図にありますように、水位計を２－１から２－４まで４ヶ所設置いたしまし

た。ここにつきましては、まずモニタリングの設置位置に関しましては、堤体内の水位

計のナンバー２－１，２－２，２－３というのは、天端、それから表のり、裏のりとい

。 、うふうに全体のバランスを考えて設置しております それから水位計ナンバー２－４は

裏側に設置しております。水位計２－１，２－２，２－３の設置の考え方につきまして

は、この堤体のですね、土質構成を見ますと、Ｆ１ｓからＦ０ｇからＦ１、Ｆ２とござ

いますけども、これらの透水係数がほぼ１０ ぐらいのオーダで似通っているという－１
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ことがございまして、特に土層の違いに応じて分けるというよりも、全体のバランスを

重視して配置したということでございます。

それから裏側の地盤の水位計ナンバー２－４に関しましては、これは平常時の地下水

、 、がその下に青い線でありますように 地盤のやや下の方にあるということでありまして

観測当初からこの平常時の地下水位を抑えられるように、地下水より深いところに設置

したということであります。

それから言い忘れましたけども、堤体内にはそういうことで常時水位はありませんの

で、堤体内の２－１から２－３はなるべく地盤に近いところ、地盤の境界から５０ｃｍ

程上の位置に配置しております。

透水係数について先程堤体の透水係数、それから地盤も含めてなんですが、似通って

いるというふうに申し上げました。ここにその実際の値、プロットを示しております。

下のプロットにありますように、透水係数でほぼ１０ から１０ ぐらいのところに－１ －２

かたまっているという状況であります。採用した透水係数としては、上の表に書いてあ

りますけども、堤体の透水係数は最大値を採用しております。それから基礎地盤の透水

係数については、対数平均値を採用しております。そういうことで、みな同じような透

水係数であるということが見ていただけるかと思います。

それから観測孔の構造でありますけども、基本的に間隙水圧を測定するという構造で

あります。この図にありますように、ここの一番先端に５０ｃｍの深さ、５０ｃｍの幅

で有孔区間を設けてあります。その上はベントナイトペレットで遮水いたしまして、そ

の上は全部グラウトであり、その区間全部無孔区間であります。従って先端の５０ｃｍ

の区間にかかる地盤の中の間隙水圧を水位の変化として捉えるという測定方法でありま

す。従ってセンサーは水圧式水位計というもので行っております。

以上がご指摘事項に対する回答でございます。

【○○委員長】

今のは第３回委員会資料というこの中に加えられているんですかね。今ご説明いただ

いたことは。

【事務局】

はい。その中の１－３ページ。

【○○委員長】

分かりました。
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以後、資料の中の説明の場合はですね、何ページのどこらへんに明記しているかとい

うことを事前によろしくお願いします。

前回の概要について、委員の皆さん方、何か確認することございません？

よろしいですかね。

それでは話を１つ前に進めさせていただきます。

次の議題ですけれど、第３回の検討委員会、本日の検討委員会の討議内容についてや

はり事務局の方からご説明願いたいと思います。討議内容について。

【事務局】

はい。

資料の２の１ページでございます。

今回は第３回の委員会でございまして、協議していただくことは浸透それから侵食に

ついての現況堤防の安全性、評価でございます。浸透についてはまた後でもう少し詳し

く説明いたしますが、全部で５３断面が評価の対象になります。

そのうち今回は現在の状態でデータが揃っているということで１１断面検討いたしま

して、その結果について御報告いたします。

侵食については吉野川４０ まで、それから旧吉野川、今切川、この全て全川にわたk

って侵食の検討結果をご説明いたします。それに基づいて検討した結果、あらかじめ決

めた照査基準を満たさないものについては、必要対策区間という位置づけになりますの

で、その目標値以下の必要対策区間を抽出したということでございます。

それで先程浸透について５３断面のうち１１断面今回御報告いたしますが、下の方に

ここにも予定でありますけども、第４回委員会において残り５３断面の２８断面、それ

から第５回委員会で最後の残り１４断面についての検討結果を御報告するという予定で

ございます。以上でございます。

【○○委員長】

ただいま本日の委員会での二つの大きい審議事項ですね。浸透と侵食についてと、こ

。 、ういうことがございました これについては格段に確認することはないと思いますので

次のですね、３番目の議題、これから時間がかかると思いますが、浸透に関する安全性

照査ということで事務局からまずご説明いただきたいと思います。

【事務局】

資料の３－１ページから３－１０まででございます。
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本日は今回の検討断面についての御報告をするんですけども、それをするに先立ちま

して、前回のやや復習ということもありますけども、検討手法、それからまあ今回の検

討手順といいますか、そういうものについて一通りご説明した後で、最後に検討結果を

ご説明するというふうにさせていただきたいと思います。

まずこれは浸透に対する堤防の安全性照査の手順でございます。一番最初に、まずど

の位置で安全性照査をするかということで、細分化区間というのを設定いたします。こ

れは大きな大区分を更に細分化して、その細分化した区間について検討していくという

考えでございます。具体的には個々の断面について、まず堤防をモデル化する。それか

ら外力を設定する。それから浸透流計算を行いまして、その結果を用いてすべり破壊に

対する検討、それからパイピング破壊に対する検討、これが計算の段階でございます。

それから判断としては安全性照査ということで、別途決めました照査基準に照らし合わ

せまして、満たしていれば堤防の維持管理はＯ．Ｋであると、満たしていなければ強化

工法の設計になるということでございます。

。 、まず細分化区間の設定でございます これは先程言いました外力一定区間というもの

これは外力というのは河川の流量でありますけども、それが支川が加わるとか、山つき

であるとかそういう大きな地形によって、あるいはその流入によって変わります。そう

いう大きな区間を外力一定区間として分けます。それを堤防検討の構造を行う最初の単

位である細分化区間に細かく区分していくという手順でございます。細分化区間に分け

ていく時の、ここで着目している指標がこの下に書いてある３つであります。１つは裏

のりの平均勾配であります堤防形状というものです。それから２つ目は要注意地形、具

体的には旧河道であります。それからまたは被災履歴があるかないかというものを２つ

目の細分化区間の指標にしております。具体的には旧河道や被災履歴がある場合は危険

度は高いというふうに考えております。それから築堤履歴の複雑さということで、これ

は新設堤防の場合は当然ながら堤体の状況が分かっておりますから、危険度は低いと考

えますが、築堤履歴が例えば２回以下、ここでは２回以下としてますが、その場合は単

純であるということで、危険度はやや高い。築堤履歴が複雑３回以上となると危険度は

高いと。これは築堤履歴が複雑であるということは、その中に漏水の危険要素となるよ

うな透水性の地層が挟まれる危険性が高いというふうにも考えておりまして、そういう

意味から築堤履歴が複雑である場合は危険度が高いというふうに判定しております。

これはちょっと見にくいので、本文の方の３－２ページの方にございますので、そち
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らで見ていただいた方がいいかもしれません。

今回の浸透に対する安全性照査を行うにあたりまして、先程申しましたように、全て

の断面を一度に検討するということはできません。それでここに書いてあるような手順

で、当面必要な断面を選んで、そこを順次検討していくという方法をとらせていただい

ております。まず①は、昨年の平成１６年度被災箇所であります。これは昨年の漏水災

箇所が合計で３０ヶ所ございました。これを少し漏水状況とかそういうものでちょっと

整理いたしますと、１８の細分化区間、合計２３の断面が検討が必要だと。まあ漏水個

所であるというふうになりました。この２３断面のうち、実は既に地盤データがかなり

揃っているという区間が１１断面ございます。これについて今回検討した結果を御報告

するということでございます。

それから②は、これは平成１６年被災箇所のうち、さっきの２３断面のうち地盤デー

タが当面ないというものであります。これにつきましては残り１２断面でありますけど

も、それについては地盤データがないため、早急に調査を実施して安全性照査を行いま

す。この結果は次回の委員会で御報告したいと考えております。

それから３番目としましては、昨年度ではないんですが、その前の直近であります平

。 。成２年から平成１１年の間に被災した区間があります これは全部で１６断面あります

これについては昨年度の台風による被災がない箇所ではありますけども、潜在的に危険

性が高い区間と判断しておりまして、これについても早急に調査にかかりまして、安全

性照査を行っていく。これは第４回の次回の委員会で結果を御報告したいと考えており

ます。

それから最後に、それよりもっと古い、昭和被災箇所として、昭和２０年から５２年

に被災した区間があって、そこに１４断面ございます。これについても潜在的に危険性

、 、 。の高い区間と判断しておりまして 調査を行って この結果は第５回で御報告したいと

このような手順で当面検討対象箇所として漏水実績のある区間について合計５３断面を

今回を入れた３回の委員会で御報告したいというふうな予定でございます。

ここから先は具体的な検討指標について少しおさらいのところもございますが、ご説

明したいと思います。

まず堤防のモデル化ということであります。浸透に対して堤防の安全性を検討してい

くというために、堤体と地盤を実際に計算せないかんわけですが、数値的に扱えるよう

にモデル化するという作業でございます。具体的には、まず断面形状と地層構成をモデ
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ル化するという構成のモデル化と、それから（２）にありますように、その中に入れる

計算に使う土質定数の設定と、この二つの作業でございます。

断面形状、地層構成のモデル化は、堤防の形状を決定するというのが①、それから②

では在来堤とか一期堤の形状を決めていく。それから③で主にボーリングデータを使っ

て堤体とか基礎地盤の地層を区分していくというものでございます。それから土質定数

の設定は、これは浸透流計算と安定計算の時に使う土質定数を決定いたします。浸透流

計算については透水係数、安定計算については単位体積重量、内部摩擦角、粘着力を決

めていくということでございます。具体的なモデル化の例でございます。この絵にあり

ますように、まず堤体を実際にはもっと複雑な形をしております部分もありますが、や

や簡略しております。在来堤、一期堤、二期堤とこの場合には分けておる。それから基

礎地盤を粘性土、砂質土、礫質土と分けて、それぞれに土質定数を設定するということ

でございます。

その土質定数の設定であります。これは土が持つ工学的な特性を数値で表すというこ

とで、各地層ごとに設定をしております。透水係数はこれはまあ水の通しやすさを現し

ているわけで、安定計算に必要な定数の方は単位体積重量、それから内部摩擦角、粘着

力というものであります。粘着力及び内部摩擦角というのは、土が破壊する時に対する

土の強度ですね、破壊に対する強さを表しているというものでございます。

更にもう少し具体的に透水係数の設定方法でございます。これは浸透流計算の時の透

水係数でありますけども、大きく左側の方の流れでボーリングによる資料を採取して室

内透水試験、粒度試験を行って、その粒径加積曲線といいますか、粒度の分布を粒径加

積曲線で表しまして、２０％粒径のところが数値が出てまいりますが、その値を使いま

して透水係数を推定するというクレーガーの方法というやり方でございます。それから

一方では右の方では、現場透水試験、それから室内透水試験というのも出てまいります

ので、そういうものを両方考慮いたしまして、地層ごとの透水係数を決めているという

ことでございます。ちなみに一番下にありますように、堤体土については透水係数の最

大値、それから基礎地盤、主に砂質土、礫質土でありますが、これは透水係数の対数平

均値、それから粘性土、一部がありますが、これについてはシルトは１×１０ 、粘－５

土が１×１０ という透水係数となっております。－６

【○○委員長】

一般の方今日ご参加いただいてますか。
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皆さん専門の方ばかりですか。今日参加していただいているのは。

話が分かる方ばかりであればいいんですけど、解決しようと思ってお訊ねしてるんで

すけど。一般の方もおられるんでないですか。

おられます？

この透水係数というのはですね、要は土の中を水が浸透していく時のしみこんでいき

やすさ、あるいはいきにくさとか、あるいは水の流れる時の流れやすさ、あるいは流れ

にくさを数値で表したもの。ダルシーという方が最初にこういうものが必要だというこ

とを。１８５０年代ぐらい、フランスの方が提案したものですけれど、これは数値が大

きければ非常に水が浸透して入っていきやすい、小さければなかなか入っていきにくい

ということで、洪水時に堤防がこの水で満水した時の過程で、透水係数というものの役

割が非常に大きい働きを持っているということで、詳細な数値の検討を今説明してもら

ってる。こういうことです。

【事務局】

先程の透水係数の設定の方法の中で、粒径でＤ２０というものから透水係数を推定す

るという時に使うクレーガーの関係図というのがものがこういうものであると。横軸が

粒径でＤ２０で、縦軸が透水係数である。こういうふうな図が与えられておりまして、

こういうものから求めます。

それについて実際の吉野川右岸１６ ８７０での設定した例でございます。右上にあk

りますような地層構成になっております。

一期堤、二期堤、ここでは三期堤まででございます。それから地盤の方は砂質、礫質

土でございます。これについても透水係数を与えたと。だいたいここでは透水係数は１

０ から１０ ぐらいの間ですが、そういうふうな格好で与えます。その時の実際の－１ ３

試験値のバラツキが左側にありますような色分けしておりますけども、そういうふうな

バラツキでやって、これから代表値を決めていったということでございます。

次に、単位体積重量の設定方法ということで、ここから先は安定計算に使う土質定数

でございます。単位体積重量の方は、堤体土については１９ ／ｍ 、それから基礎kN ３

地盤については粘性土、砂質土はいずれも１９、礫質土が２０という値でございます。

粘着力、内部摩擦角の設定方法というところがございます。これにつきましては、左

側の方にありますように、基本的にボーリングを行って標準貫入試験からＮ値というも

のを求めます。このＮ値の深度分布図を作成して、地層ごとの平均Ｎ値を設定してやる
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というふうにいたしまして、その平均Ｎ値から下にあるような式で内部摩擦角を求めて

いくというやり方でございます。これは一番下にありますが、砂質土及び礫質土の内部

摩擦角については、φ＝２５＋√１５Ｎというもので、いわゆるダナムの式といわれる

ものでございます。その実際のこの式を導いたプロット図が右側の方にある二つの絵の

左側の絵でありまして、室内試験の結果から求めた内部摩擦角と、現場で求めたＮ値を

相関図をまとめたものでございます。

【○○委員長】

確か前回ですね、この件は○○委員の方からでしたかね、ご指摘があったりしたよう

なことで、その後私の方からも内部摩擦角をまとめた実験データを是非拝見させていた

だきたいというこういうお願いをしておりまして、それは届いております。そういうの

を全て拝見させていただきましてですね、ここに示されているのは実験のデータをその

ままプロットしたもので、多少のバラツキがあるのはこれは避けがたいところです。こ

、 、ういうバラツキを平均化した関係式を用いた式について これは提案されておりますが

ここではダナムの式というこの曲線ですね。これでこのいろいろ設計に使いたいと、こ

ういう話があったわけです。これが適切や否やということを私、私はこういうのは専門

なものですから、少し拝見をさせて検討させてもらいました。その結論から先に申し上

げて、この関係からいくということはですね、大なり小なり安全側になっているという

ことで、これは別の言い方をすると安心をしておれると。こういうようなことになって

おります。まあその点だけ御報告させてもらいます。例えば、ここのですね、粘着力と

いうこれは、土の基本的な粘りけに起因したこの土の強さみたいなのを表現するもので

すけれど、これ、大なり小なりこの値はあるんですけど、これは最初から０と見なしま

。 、 ． 。しょう ただし堤体の方はほんのわずかですけれど １ ㎡あたり０ ０１ ですかc kg

そういうような細かい土であるんですけれど、考慮しましょうということ。それから粘

性土の方もですね、粘着力０と見なしますと。こういうことで、このあたりを考慮する

のと、それから後で出てまいりますが、こういう粘着力、内部摩擦角というのは、要す

るに堤防としての強さ、洪水時に水の作用で押し流れて決壊するということに対する抵

抗力、これを土が発揮する背景がこういう数値なんですけれど、それがですね、例えば

大なり小なりある数値を持っているんですけれど、それを０と見なしましょうというこ

と。つまり実際よりもやや弱めの土だという前提で検討しましょうということですが、

結果的にはそれでなおかつ安全なものをつくろうという背景があるわけですから、安全
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側になって大変好ましいことだと思っております。そういうようなことで、トータルに

このやり方というのは結論として問題ないと。こういう見解を持っております。

【事務局】

具体的に右岸の１６ ８７０でこの粘着力と内部摩擦角がどういうふうに設定されたk

かという事例でございます。右上の図は先程と同じでありますが、左側にありますよう

なＮ値の分布、これは横軸がＮ値で縦軸が標高でありますが、見られました。それを使

って平均Ｎ値を出して、先程のように内部摩擦角を求めていくということが右下の表で

ございます。内部摩擦角としては堤体土に関しては３１度から３５度ぐらい。それから

既設基礎地盤に関しましてはもう少し大きな４０度前後の内部摩擦角というふうなこと

になりました。

、 、 。次に 実際の計算をやっていく上で まず外力を設定するというところから始めます

外力の設定というのは、堤防の安全性を検討するために降雨と水位波形と両方考慮する

ということでございます。

まず降雨波形の設定に関しては、これは二つありまして、一つは事前降雨量いうもの

で、多雨時期、具体的には梅雨時期でありますけども、３０年平均月降雨量というもの

を使いまして、これを事前降雨量として書いてあると。それからそのあと実際の洪水を

もたらす短期間の雨量がありますので、それを総降雨量として与えてやる。それと同時

に河川水位が上がってまいりますので、河川水位波形を与えてやる。これは洪水の時は

波形とか、それからその川の持っている、まあ吉野川の持っている計画洪水とかいうも

のを考慮した基本水位波形というものにして直します。この二つから降雨波形と基本水

位波形を組み合わせて外力とするというものでございます。

これは具体的な手法でありますが、まず事前降雨量の方は、ここでは３０年平均月降

雨量１６２ミリでありました。それを１時間に１ミリというふうな降雨強度といたしま

して与えるということであります。それから総降雨量の方は、これは計画で２日雨量で

４４０ミリというふうになっております。これについては降雨強度は時間１０ミリとい

うふうに設定いたしまして、そうしますと一番下にありますように、スタートからまず

事前降雨量が１６２しとしとと続くと。それかあら１０ミリでの総降雨量が４４時間続

くと。こういうふうなもので降雨を与えるということでございます。

次に、河川水位の方でございますが、これは複数の波形の継続時間、複数の洪水波形

でありますが、その継続時間を求めて、その継続時間を包絡するような線をつくって、
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その水位波形の中で水位低下勾配の最大のもの勾配を求める。ちょっとややこしいです

けども、下の図にありますように、まず一番左側で複数の洪水波形がある。その洪水波

形の包絡の形をつくるわけで、そのために各水位での洪水位の継続時間を一番最大のも

のを出してやる。それが②の真ん中であります。それから右側の三番目で、そういうも

のを台形にしていくんですけども、その時のやり方として、まず計画洪水位があります

ので、計画洪水位で１時間推移を維持させる。それから計画洪水位から水位が下がって

いく時の最大水位低下勾配というのは、後でご説明いたしますが、きいてまいりますの

で、それは実際の実洪水の最大水位低下勾配を使う。それから先程の洪水継続時間とい

うのがまた一方でありますので、それが一番下にきて、そのような台形の形になるわけ

であります。

これは具体的な実際の高瀬橋観測所での洪水波形の例であります。ここでは青で太く

書いてあるのは昭和５１年９月、それから緑色が昭和４９年９月であります。平均平水

位が下に赤で示してます５．４ｍであります。昭和４９年９月、この緑色の部分の時が

一番水位の低下する時の勾配が急でありました。従ってこの時の最急勾配をあとのモデ

ル化の時の最急勾配としたということであります。

、 、 、先程の３つの絵の真ん中の絵に相当しますが 横軸が時間で これは洪水位継続時間

、 、 、横軸が河川水でありまして 昭和５１年９月と４９年９月 まあ他のもありますけども

それで包絡して、このような赤い線のような形ができあがるというわけです。

最終的に作りあげたのが右下の図であります。

先程申しました作り方の説明を左側の方に書いてありますけども、その作り方に沿っ

て作ったのがこの右側の図でありまして、台形といいますか、四角形の形をしていると

いうものです。

それと、先程の求めました降雨波形とを組み合わせるということであります。この組

み合わせ方は、降雨波形の２日雨量ですか。大きな降雨が終了した時点と、それから河

川水位がピークに達しておりかかる時点、その時点を一致させるということで、この図

では３００時間のところを一致させております。このようにしてその堤防に係る外力が

降雨についても河川水位についてもトータルで最大になるような外力の与え方をすると

いう考え方でございます。

次に、浸透流計算を行うわけでありますけども、ここでは非定常計算で行います。非

定常計算というのは、外力が時間と共に変わるということであります。河川水位及び降
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雨が時間の経過とともにどのように堤防に浸透していくかを解析し、堤防に対して最も

危険な浸潤面を求めるというものであります。具体的にはその下にありますように、こ

の左側の河川のある方は水位が変動するという格好になりますし、一方上からは降雨が

降ってまいりますので、この緑色が降雨による浸透の接点、それから一番右側の方の堤

内地側は更にそこから水が出ていく、侵出接点にもなっていくというふうなこういう有

限要素のモデルをつくって計算していくわけでございます。

吉野川の１６ ８７０での例であります。これは堤体を含めた地盤をまずモデル化すk

るということで、これは先程も見たのと同じでありますが、モデル化します。この時に

川側の方に短い矢板、２ｍの護岸の基礎の矢板があります。それから天端にはアスファ

ルト、それから裏法にもアスファルトがございます。それから裏のり尻には腰石積があ

ります。こういうものもモデル化しながら計算いたします。

これがメッシュ図でありまして、堆積モデル断面を細かく分割することにより、堤体

内の浸潤面の位置を詳細に求めると。目安としましては、堤体の鉛直方向の分割幅は堤

防高の１０分の１以下を設定する。それから基礎地盤の表層部分、裏のり尻、この絵で

は右側でありますけども、この分割幅は０．２５ｍを設定するということで、要するに

浸潤線、要するに地下水が動く範囲についてはできるだけ細かく分割していく。あまり

動かない地下深いところは荒っぽくといいますか、荒くても構わないということでござ

います。

計算結果でございます。堤防に対して最も危険な浸潤面を求めていくということであ

りまして、河川水位のピーク時間をはさんで、前後５時間について３０分間隔で浸潤面

を求めました。その時の一例であります。これは川側の水位がハイウォーターで一番上

がった時でありまして、この２の線、水色の線のような形で堤体内の浸潤面が得られて

おります。従って川裏側ではのり尻で若干漏水するような格好になっているかと思いま

す。

【○○委員長】

ちょっとごめんなさい。一つ手前の表を見せていただけません？これは何をされたか

というと、洪水時の最も水位の高いところでいいんですかね。これ、川側の水位がここ

まである時に、堤体の中の一番上の水面がこういう形で水が流れておると。こういうこ

となんですが、これは１９７３年にイスラエルのノイマンという方がですね、こういう

数学的な手法を使って解くということをアメリカの土木学会誌の水関係の部門で発表し
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てこの世界で大変なインパクトを与えたんですね。それまではとてもこういう計算がで

きなかったんです。それが今から２０何年か前ですかね、３０年前ですか。可能になっ

たということですけれど、要するに川に雨がどんどん降ってまいります。そうすると川

の水位が上昇していく。雨が降ってこの中に水が入っていく、あるいは川の水位があが

っていくというこういう背景で、この堤体の中に川の水がどんどんどんどんしみ込んで

いってぐっと水面があがっていく。この水面があがるということは実は堤防をどうも非

常に不安定にするですね。この状況で場合によるとどこかこういうところが決壊が始ま

るというこういうことが起こるわけで、そういうことに対して予知を速報して安全な状

況をつくりだそうと。こういうことを今やろうとしているわけです。

【事務局】

次に、先程の浸透流の計算結果を使って安定計算をしていくわけであります。浸透流

解析で得られた堤防に対してもっとも危険な浸潤面を用いて安定計算により堤防のすべ

り破壊に対する安全率を求めるということで、具体的に計算をした範囲というのは、そ

。 、の下の図にございます 先程その横軸で３００時間のところで降雨と水位を一致させて

要するに客観的に一番外力が最大になったということで設定いたしましたけども、計算

の方は必ずしもその場所、その点で行うわけではなくて、その点だけではなくて、それ

をはさんで前後５時間についてですね、３０分間隔で裏のりの安全率を求めるようにい

たしました。それから表のりの安全率についても同様でありまして、これは河川水位の

急低下時の最小安全率を求めるということで、こっちは１時間間隔でありますが、そう

いう計算をしております。

具体的に計算をした安定計算の円弧すべりの形であります。上の方が裏のりの安全率

でありまして、右側の方が裏のりであります。そこにたくさん線が書いてあるのは、こ

れは先程言いましたように、前後５時間を３０分間隔で計算をしていきました。ここに

書いてある線は、実は絵の上に書いてあります照査基準１．６です。この地点の照査基

準は１．６であります。それを下回る円弧をそこに絵で書いております。その中では一

番小さいのが が１．２６２でありました。従ってここは裏のりについては照査基準Fs

は満足していないという結果でございます。この照査基準の値については前後しますが

またあとでご説明いたします。

【○○委員長】

ここにあります裏のり、それから表のりとこうありますが、表というのは川の水が流
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れる方を言うんですね。それから裏というのは我々の生活の場である方を裏という、こ

ういう面白い言い方を致しますが、これは裏のりの安全率というのはですね、要するに

堤防があって、どこかで局所的に破壊をするという時の破壊に対する安全性の度合いを

数値で表現したものなんですね。この安全率というのは１の時にちょうど破壊するかし

ないかという限界状態で、もし計算上の状態が１よりも小さくなれば、それはもうたぶ

ん駄目だと。そんなものつくろうとしても現実にはつくれませんというようなそんなも

のになるわけです。逆に１よりも大きければ大きいほど安全である。こういうような安

全性を定量的に数値で表したものを安全率という。それでここにありますように、照査

基準が増えるというのは安全率のことをいうんですけれど、この１．６とかというのは

ですね、これは後で説明があるということですから後回しにするとしても、要するにこ

の断面では少なくとも一番小さい安全率が１．６以上なければ安全とは見なしませんと

いうことをこれから国交省としてやっていきますと。こういう意味の値なんですね。こ

れ１．６というのはかなり大きい数値だと考えてもらって結構です。ところがここで実

際に計算をしてみると、一番危ないところでですね、安全率が１．２６しかないと。こ

ういうことですね。１．６必要であるのに１．２６しかないということで、ここは将来

何らかの対策を講じて１．６を確保するような、こういうことをやりましょうと。こう

いうことでいいんですね。こういう意味の数値です。表の方もですね、表の方は実はま

た後で説明があるかも分かりませんが、裏ほどにはあまり重要視しなくても構わないと

いう力学的な背景がございます。そこで安全率が１．０よりも大きければ大丈夫である

という判断をしましょうということになっているんですが、その結果ここでは一番小さ

い安全が１以上であればいいところを１．３６もある。これは小数以下わずか０．３６

ですけれど、力学的には非常に大きい意味を持っているんです。１．３６もある。十分

。 。に安全であるというような判断を下して構わない こんなような意味を持っております

どうぞ。

【事務局】

そういうことで下の方は表のりの安全率で、１．０をきる安全率はありませんでした

ので、それ以上のものの中の最小値を一つだけ書いたということでございます。

先程の安全率でありますけども、裏のり安全率を啓示的に求めるというのを具体的に

図にしたものでございます。最小の安全率は１．２６でありました。左側の図にありま

すように、洪水位継続時間が横軸で、縦軸が安全率でありました。縦軸の縮尺をもう少
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し拡大すればもっとよく見えますが、少しずつ変化しておりまして、この赤の丸で囲ん

で２点が２９９時間３０分と３００時間、この２点が１．２６でございます。それ以外

は前後とも少し上昇しているということで、この部分が最小値であるということでござ

います。この部分の水位の状態はどうであるかといいますと、右側にありますように、

３００時間のところでちょうど外力がピークであります。そのピークのところと３０分

前、その２ヶ所で最小値を示したということでございます。

それから表のりにつきましては、１．０をきるのはありませんでしたが、これについ

ても左側にありますように、１時間ごとの計算値でありますが、３０５時間のところで

１．３６、これが最小値になりました。これは右側の外水位のところで見ますと、３０

５時間ですから３００時間のピークのところからちょっと過ぎたところということにな

ります。

次に、安定計算の方は終わりまして、もう一つパイピング破壊に対する検討というも

のも行います。これは浸透流解析で得られた堤防裏のり尻における圧力水頭を用いて、

堤防のパイピング破壊に対する安全率を求めるというものでございます。大きくは下の

絵にありますように、２種類ございます。左側がこれは堤防の堤体と書いてあるところ

の三角でおりた一番のり尻の位置でありますが、その位置での鉛直方向の水圧の局所動

水勾配と、それから水平方向の局所動水勾配を求めるというものであります。それから

右側の方には、今度は堤体のすぐ下に被覆土層が、被覆土層というのは難透水層という

ことでありまして、その難透水層があるためにその難透水層の下に揚圧力といって上向

きのアップリフトといいますが、それがかかってくると。それがパイピングの原因にな

るという考えであります。その場合には、その式にありますようにＧ／Ｗと書いてあり

ますが、被覆土層の重量と、それから被覆土層の底面に作用する揚圧力を比較して、安

全かどうかを判断するということでございます。

【○○委員長】

ちょっとよろしいですかね。

ここにパイピング破壊という言葉がございますが、これ、先程までの話は、こういう

堤体がある大きい塊の部分でどっとすべりおりて破壊するというこういうことに対する

検討の仕方で、これは安全率というもので表現をするわけですね。それに対してもう一

つ川の水位が上昇するとしばしば、これ、裏側です。つまり生活の場の方ですけれど、

これ、堤防のある部分を示しているわけですが、のり尻っていうんですけれど、この近
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くにですね、しばしば水と土砂がどっと吹き出してくるという現象があって、今年の、

○○先生が写真を撮りに行ったのは。昨年でしたかね。堤防でこういうことが起こって

、 、徳島新聞で大きく取り上げられるということがございましたが そういうことをですね

ボンと吹き出したらパイプ錠の穴が開くようなイメージで、パイピングとこういうふう

な言い方をしますし、それから側で見られた方はよく認識できたと思いますが、何かし

らお湯が沸騰するようにですね、ボコボコと下から水が噴き出してきて、その後水がわ

き出してくる。そんなもんだからそれはちょうどお湯が沸いてボイリングすると。こう

いうイメージでボイリング現象ということもあります。それからちょっと難しいけどク

イックサンド現象という言い方もございますが、そういうようなことをここでは検討す

る方法について、堤防のすぐ下に非常に水を通しにくい粘土層の田んぼのようなものが

あったりして水を通しにくい部分がある場合と、そうではなくて水を通しにくい部分で

はなくて、もうそのまま基礎の地盤の上に堤防がのってる場合で、少し検討の仕方が違

ってくる。そこの部分の説明をいただいたわけです。

【事務局】

実際の計算結果の図であります。堤防裏のりの基礎地盤がここの場合、吉野川右岸１

６ ８７０の場合は被覆土が分布しておりました。従ってここでは先程の被覆土があるk

場合の検討をしております。この下の２枚の図の上の方にありますように、右側ののり

尻のところで、矢印で示しておるのはこれは浸透流計算の結果の流速ベクトルでありま

す。ここのところに水圧がかかってくると。計算結果を模式的に示したのが一番下の図

にありまして、堤防ののり尻、腰石積があり、その先に段差がある。それから堤内地に

なっていくというとこで、のり尻から５ｍの範囲で先程の計算をいたしました。その中

の最小値を示したのが、ここに最小値①，②というものでありまして、これがいずれも

１を下回るということでございます。ちょっと計算結果が小さくて見にくいですが、一

、 ． 。番下のＧ／Ｗのところが計算結果でありまして その中の最小値が０ ４３であります

今のこの図は資料の３－８ページの方にございますので、そちらの方で見ていただいた

方がいいかと思います。

次に、安全性照査ということで、既に先程も計算結果をいくつかお示ししてしまいま

したけども、ちょっと戻りまして、安定計算で求めた表のり、裏のりの安全率及び浸透

流計算で求めた裏のりのパイピング破壊に対する安全率というものを各照査基準と比較

して安全か否かを判断していくというものでございます。その判定基準の一覧表でござ
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います。下にありますように、項目としてはすべり破壊、浸潤破壊に対する安全性、そ

れからパイピング破壊、浸透破壊に対する安全性という大きく２つがあります。それで

すべり破壊に関しましては裏のりと表のりがある。表のりの照査基準は右側にあります

ように、１．２を基準にいたしまして、それにα１とα２をかけたもの、それをすべり

破壊に対する安全率としております。このα１というのは、築堤履歴の複雑さに対する

割増係数でありまして、築堤履歴が複雑な場合、具体的には先程いいましたように４、

３回以上の築堤履歴がある。１．２を使います。それから単純な場合は１．１、新堤の

場合は１．０というふうになります。α２は基礎地盤の複雑さに対する割増係数であり

まして、被災履歴あるいは要注意地形、具体的には旧河道になっておりますが、それが

ある場合は１．１にいたします。いずれもない場合は１．０になります。これは被災履

歴か要注意地形かどちらかがあれば１．１になるということであります。それから表の

りに関しましては１．０ということで、これは表のりは裏のりよりも小さな安全値にし

ているというのは、仮にすべった後の二次災害ということから考えましても、裏のりの

方がはるかに重要でありますので、裏のりの方を大きな安全率を持たすようにしている

ということで、表のりは土がすべるかすべらないかという判断で１．０を安全率の基準

にしております。それからパイピング破壊に対する安全性では、先程いいましたように

被覆土がない場合とある場合、被覆土がない場合は裏のり尻付近の基礎地盤の局所動水

勾配の最大値が０．５を下回るというのが条件でございます。それから被覆土がある場

合には被覆土層の重量と、被覆土層規定面に作用する揚圧力の比が１．０を上回るとい

うことが条件になっているということでございます。

【○○委員長】

ここは実は堤防の安全性ということで非常に大事なところでして、まず最初に安全率

というところでいろんなお話がございましたが、堤防がある塊の部分がどっとすべり落

ちるというこういうことに対しての照査基準というのがここに載っているわけですね。

ここにＦｓというのはこれが安全率でして、これが１．２×α１×α２よりも大きくな

ければならないというこういうようなことですけど、この意味はですね、普通に斜面と

いうのはいつも不安定な状態ですから、どれだけ安定性があればいい、あるいはなけれ

ば危ないというこんな議論をするんですが、その目安がですね、一般に水がないところ

では１．２というのは目安になるんです。まあ常識的に１．２以上の安全率があれば大

丈夫でしょうというのは我々の、国の内外を通じても一般的な認識です。ところが水が
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ありますと、仮にそこで壊れてしまうと、その影響というのは非常に広い範囲を及ぼす

という意味で、この１．２、水がないところのこれをねらってものをつくる、河川の堤

防をつくるということは、これが基本的にはよろしくないんですね。そこでここに取り

分け堤防が複雑で内部の情報が十分には分からないとか、あるいはそもそも内部で非常

に不安定な現象が起こりうるというところについては、割増係数１．２というものをか

ける。あるいはα２というのは基礎地盤の方の複雑さ、そのようなことに由来した割増

係数みたいなものをかけるということで、やや１．２よりも大きくなる仕組みをつくっ

ているんですね。ここにありますように、α１が１．０で、これが１．０でα２も１．

０の場合には１．２のままなんですね。こういうところも実は出てまいります。それは

具体的に吉野川では新堤はないんですかね。新しく堤防をつくる場合には、今の時代で

すからきっちりと試験であれ、設計であれ、細やかな配慮をしてつくり上げるという意

味で、十分に安全性が分かっているからその場合には１．２でもよかろうと、そういう

発想になるんですけど、そうでないところはですね、危ない要素をとにかく排除しまし

ょうという観点で割増係数をかけている。ですから先程例にあったように、場合によっ

たらあるところでは１．６というような、これ非常に大きい安全値と見るべきですけれ

ど、そういう大きい安全値を確保するようにきっちりと堤防を補強しましょうと、こう

。 、 、いう方針でいくことになってるわけですね 表側の方はですね 家から離れている方は

実は堤防はどっか局所的に、仮にすべっても、わりと全体に対する大きい影響というの

は実はないんですね。そういうような意味で、こんな大きい値ではなくて、１．０を基

準にしてこれよりも大きければよろしいという判断、これも妥当なものだと考えられま

す。この下の方はですね、塊がどっとすべり落ちるというふうなことではなくて、先程

のパイピングとかクイックサンドとかボイリング、あるいは地域ではガマというような

言い方もするんですかね。これに対する検討というのは、被覆土を出すという基礎地盤

の上にそのまま堤防がのっているような場合ではですね、要するにのり尻一番端の部分

の流速があんまり大きいと危ないんですね。そこで流速がある限度以上大きくならない

。 ． 。ような堤防にしましょう ここにある動水勾配というのが０ ５以下でなければ駄目だ

動水勾配というのは流速と関係がありまして、これが大きければそれだけ水が流れる速

度が早い。早いとやっぱり危なくなるということで、その程度で抑えましょうという発

想。こちら側は下から水が吹き上がってくるということに対してそういうことが起こら

ないような歯止めをかけましょうというこういう検討の部分です。
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【事務局】

今の裏側の一番上にありますＦｓ１．２×α１×α２が具体的にどんな組み合わせに

なるとどうなるかというのは資料のですね、３－２ページの方で示しております。３－

、 、２ページの左側の下の方に今の照査基準でやった時に その組み合わせといたしまして

最大でいいますと１．６になる。最小は１．２であります。この最小というのは新設堤

防でありまして、吉野川ではありません。従って吉野川が今１．３から１．６の間で安

全率が必要となっています。

１６ ８７０での安全性の照査結果を示しています。先程言いましたようにすべり破k

壊の裏法の安全性 ここは照査基準は１．６でございます。結果が１．２６でありまし

て、これは満たしていない。それから表のりは１．０に対して１．３で満たしている。

それからパイピングの破壊に対する安全性は被覆土ありで判定いたしますが、０．４７

、 。 、でありますので これも満たしていない 従ってここの吉野川１６ ８７０に関してはk

裏のりとそれからパイピングに関して満たしていないということであります。従って次

回から強化工法の設計の検討に入るということでございます。それで、安全性照査結果

にようやくいきます。

安全性照査結果につきましては、全体は本文の方で見ていただきたいと考えます。３

－５ページに吉野川の下流から上流まで、検討区間全体の安全性照査結果を図で示しま

した。今、パワーポイントでお示ししているのは、そのうちの一部を拡大した１５，６

ｋ付近を拡大したものであります。ちょっとこのパワーポイントの絵で話しますと、そ

こに色分けで堤防のところに書いてありますのは、裏のりの目標安全率を書いておりま

。 ． 、 ． 、 ． 、 ． 。す 赤が１ ６を必要とするとか 黄色が１ ５ 緑が１ ４ 青が１ ３であります

先程具体的に検討したのが１６ｋ８７０の右岸でありますから、右側が下流であります

から、下側の線の１７のちょっと下に１６ ８７と書いている区間ですね。ここの箱のk

中に示しているのが裏のＦｓが１．２６。これが赤くなっているのは照査基準に満たし

ていないという表現であります。それから表が１．３６で、これは黒ですから照査基準

を満たしています。それからＧ／Ｗが０．４７。これも赤くなっているということであ

。 。 、ります 赤い三角のところが今回検討した箇所であります 従って右岸につきましては

１６ ８７０の上に１８ 、ここも裏のりの安全率は満たしておりません。それからこk k

こは照査安全率が基準が１．６でありますね。裏のりが１．０９でありまして満たして

おりません。それから左岸側の方にいきますと、１７ ７１。これは照査基準が１．６k
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でありますが、裏のりの安全率が１．６５でありますので、ここはＯ．Ｋと。表は１．

１１でこれも大丈夫。ただしパイピングが０．６６でありますので、０．５を下回るか

らここは駄目と。それからその下の方で１９ ０６というのがありまして、ここは基準k

安全率が１．５でありますが、裏が１．１８でアウト。それから表が１．２６ですから

これはＯ．Ｋ。Ｇ／Ｗは０．７２で１を下回るからアウトということになります。それ

から黒い三角のところは今後検討していく断面箇所であります。計算結果が今の３－５

ページと、それから次の３－６ページに表で示してございます。具体的な個々の箇所で

の検討結果は３－５，３－６を見ていただくことになります。

【○○委員長】

ちょっとよろしいですか。

、 、 。委員の皆さん方 これまでもっと早くにお尋ねすべきでしたが 何かございませんか

確認したいとか疑問に思うこと。

ここはですね、局所的なところであるんですけれど、例えばこの赤で塗られておるこ

の区間というのは、こちら側に目標安全率として１．６とこうなって、この意味はこの

区間では少なくとも安全率が１．６以上なければ駄目だと。こういう区間です。それで

その中で例えばこの部分で検討してみると、安全率が１．２６しかない。だからこれは

不足しているという意味で、いずれ近い将来ここでどういう対策を講じて安全率を少な

くとも１．６を確保しましょうかというこういう議論が次回の委員会で出てくる議論と

いうことになるんだろうとこういうふうに受け止めております。表の方は、つまり川の

ある方の斜面は１以上であればいいところが１．３６あるからそれはそのままで結構で

すと。こういうようなことを意味するわけです。ですから同様にいろいろなところでそ

ういうふうな検討をしてですね、この目標も安全率も全て確保しましょうと。こういう

ことで、私はこの安全率をこれだけ確保することは大変結構だというふうに受け止めて

おります。

何かございません？

どうぞ。

【○○委員】

一般的な質問といいますか、解説していただけたらありがたいと思うんですが、こう

いう堤防の安全性の検討で、堤防をモデル化いたしまして、それを計算機のプログラム

なんかで数値計算をやりますね。そういう数値計算をやった結果が、非常に難しい計算
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をやっていると思うんですが、その結果がどの程度信頼できているのかというようなこ

とも含めて、一般の方もおいでになると思いますので、ちょっと難しいかも分かりませ

んけど、そういう解説をしていただけたらまた納得していただけるんじゃないかなと。

【○○委員長】

はい、分かりました。

これ、非常に難しい計算というお話がありましたが、実は川の水位がぐっと上昇して

、 。くる あるいは急に降下するというその過程で堤防の中の水の流れが変わってきますね

これを解析するのが先程ちょっとふれました１９７３年に生まれたんですけれど、イス

ラエルのノイマンという方、その後アリゾナ大学の方に移っているんですけど、彼の提

案した方法で、これはですね、精度上は全く問題がないということが十分に確認をされ

ております。問題はむしろ解析のテクニックじゃなくて、インプットすべき、この場合

、 、 、でもそうですけれど 例えば今日の出てきた情報でいくと 透水係数がどうであるとか

それからその他にほんの少し貯留係数というものもあるんですけれど、基本的に透水係

数ですね。これの一つは水力、それに対してはここでやられているのはこれも前回の宿

題であって観測孔の配置ということで話がありましたが、いくつかのところで観測をし

たデータがあって、それと対比しながら透水係数を客観的に決めようということでやっ

てますから、その面は問題ないであろうという意味で、解析としてはとしては一番信頼

がおける分野じゃないでしょうかね。この浸透解析というものは。

今度そういうことで堤防の中の水がどういうふうな変化をするかということを受け

て、安定解析をやってますね。その安定解析はですね、私はもう少し精度の高い方でや

ればいいんじゃないかと思うんですけれど、簡便法、簡便分割法、あるいはスウェーデ

ン法、１９３５年前後にスウェーデンで生まれた方法を使っているんですね。これは精

度があんまり高くないんですね。ただですね、我々住民にとって非常に安心しておれる

のは、この精度がよくないんですが、精度の悪い、結局いつも一方向ばかり出てくる。

つまりいつも実際よりも危ない情報を出すような形での、もう例外がありません。実際

よりも安全であるとか危ないとか点でバラバラ出るんであればこれは問題ですが、そう

ではなくてこれはもう間違いなく、より精度の高い方法よりも危ないという結果が出る

んです。それが繰り返してるんですね。そうしますと、危ないという結果が出てること

に対して、最終的にはいろんな対策を講じて危なくない状態をつくり上げているわけで

すから、非常に安全側の設計に場合によったら少しそこまで強くしなくてもいいんじゃ
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ないかなというぐらいのものができるかも分かりません。そこで検討しますから。そう

いう意味でですね、現在提案されるような意味の、結局精度というのは悪い方にいった

ら困ると、そういうことだと思いますけど、それは全くありません。ということです。

【○○委員長】

他にございません？

どうぞ。

【○○委員】

単純な質問なんですけども、委員長が今おっしゃっられたようにですね、入力データ

が非常に大事だということですね。その入力データは安定計算でφを得るためにＮ値が

必要なんですけども、ボーリング孔はいくつか掘ってますね。ところがＮ値というのは

。 、 、 。非常にばらつくと これは仕方がないことなんですけども ところがですね 今すべる

【○○委員長】

Ｎ値がばらつくということは、必ずしも。沖積層であればですね、これはそんなに問

。 。 、題でないですよ むしろ地山で貫入試験をするんですよ ここは非常にばらつくけれど

それから比べると、今の問題になってるところのＮ値というのは、そんなに。深さ方向

に変化はありますよ。だけれどある点のＮ値が試験をする度に全然違った値になるとい

うばらつきの意味ですね。

そうじゃないの？

【○○委員】

何がいいたいかというと、すべるところのＮ値じゃないＮ値がですね、回帰曲線を引

っ張るのに使っているので、そいつがですね、大きくすべるところのＮ値、φですね。

大きく影響を与えているということはありませんかと。

【○○委員長】

なるほど。私の見解はですね、ダナムの関係値、Ｎ値、とにかく関係式を使う限りは

ですね、今回の実験データ、そういうものを評価すると、ずれてもですね、危ない方向

にいくというのは絶対にない。それともう一つは、私はより安心しているのはですね、

安全率、例えば１．６とか１．５というところがある。簡易分割法で安全率１．６とい

うのは非常に安全である。そういう意味で、仮にですよ、データの引き方が危ない方に

いく可能性を完全にカバーするほどの安全率だというふうに考えていいと思います。と

にかく堤防を決壊しては困るということの観点からいくと、その方向にはまずいくこと
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はないということです。

【○○委員】

この絵を見てですね、裏のりＦｓ１．２６とかいろいろ書いてあるんですけども、一

つデータの整理の仕方としてですね、危ない場所は安全率を大きく、まあ１．６とか大

きくとることになっているんで、１．６に対して１．２６がどうかということですね。

１に対してどうかだったらこの記述の仕方、評価の仕方でいいと思うんですが、１．６

に対して１．２６がどうかということを今議論するべきなので、例えば１．６分の１．

２６とかですね、何かそういう別のデータの整理の仕方があるんじゃないかということ

が一つと。

【○○委員長】

そうじゃなくて、１．６に満たないところは全て１．６を確保しましょうと。そうい

う方策をとるというそういうこと。

【○○委員】

ちょっときってても大きくきってても関係ないということですね。

もう１点ですね、安全率が１．２６とか出てくるのはおそらく最小値、時間変化しま

すね。この最小値だと思うんですが、洪水のパターンによって最小値の出方がですね、

鋭く瞬間的な時間で出てくる場合と、あるいは継続的に低い値が出てきてしまうという

場合でだいぶん意味合いが違うと思うんですけども、つまり継続的に安全率が小さくな

るような方が危険なんだと直感的に思うんですが、そのあたりは。

【○○委員長】

あのね、それはカバーできてると思ってるんですが。つまり洪水波形をどう選ぶかと

いう、こういうところでね、そこの部分は。しかも安全率がある特定の時間のところだ

けを評価しているのではなくて、どっかに出てきたように啓示的な安全率の違う変化を

プロットしていって、ここで最小値をとると。こういうことまでやっているんで、その

懸念は私は心配ないと思うんですがね。ある特定の波形がボンと与えられて、それだけ

についての結果であればそういう懸念ももちろんあります。けれどそうじゃなくて洪水

時の波形、そういうものもトータルで評価した上での、例えば降下の一番きついものを

とりましょうとかってのは一番危ないものをとりましょうということなんですね。そう

いうようなことをやってるんでその心配はないんじゃないかと思いますがね。

【○○委員】



- 2 5 -

ちょっとだけあれなんですけども、これが例えば１．３をきる時間がこういう時間に

わたって出てくる場合とですね、瞬間的にきる場合とちょっと意味合いが違うと思って

今みたいな質問をしたんですけども。

【○○委員長】

あのね、水の流れに大いに関係しているから、間隙水圧が瞬間的に変化するというこ

とはちょっと考えられない。徐々に変化をしていくから。

【○○委員】

いや、それでもしあれだったら例えばあそこのですね、積分量とかですね、その方が

むしろ意味があるのかなというふうに思ったんです。

【○○委員長】

安全率を日常的に扱っている者からすれば、まず心配ないと思います。

他には何かありますか。

【○○委員】

○○先生の最初の時間について若干私の考えを申し上げますと、委員長の方からご説

明をいただいた通り、所要の安全率１．６なら１．６を満たす、満たさないという基準

の中で今後対策をしていくかどうかという判断をするわけですが、その１．６を仮に満

たさない時にも、計算した結果が１．２なのか、あるいは１．１なのか１．０なのかに

よって危険の度合いはやっぱり違うと思いますので。それは我々河川管理者がどこから

いったい対策をやっていくべきかというあたりでそういったことも考える。先生がおっ

しゃったようなことも考えながら判断していくというようなことになろうかと思いま

す。

【○○委員】

ついでに図の中でちょっと先程ここの勾配で一番きつい勾配で決めたと事務局の方か

、 。 。ら説明されたんですが これはどういうことなんでしょうか ちょっと分からないので

【○○委員長】

川の水位、降下が速い。

【○○委員長】

速ければ、川の水位がゆっくり下がっていけば、それにつれて堤防の中の水圧も徐々

に減っていく。ところが川の水位がぐっと下がると、堤防の中の水が残ってしまう。そ

うすると残れば残るほど不安定になるんですね。そういう意味で、一番危険側になるそ
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ういうことになります。

他にございません？

事務局というか、何か今のやり取りについて何かしら補足なり、いやそうじゃないと

かいうことはございませんか。よろしいですか。

【事務局】

ありません。

【○○委員長】

それじゃ次。今のやり取り、全部記録は残っているんですね。

【事務局】

先程ご説明した本文の方で見ていただくということでありますが、一応ここに一覧表

で整理したものがございますので、ちょっとご説明しておきます。

浸透に対するこれは吉野川の左岸、右岸のですね、必要対策区間の抽出ということに

なります。要するに、先程の照査基準を満たさないものが当面の必要対策区間というこ

とになるわけです。これが具体的な今のところの数字を集計したものです。堤防延長で

言うと、左岸、右岸５４ｋからありますが、検討対象区間の延長は若干短くなる。これ

は支川が入っておりますので、その部分ちょっと堤防がきれますので短くなります。従

って４９ｋぐらいが左右岸で検討対象区間の総延長です。これに対して先程一番最初の

時に言いましたように、当面の検討対象として漏水被災実績箇所からやっていくという

お話をいたしました。漏水被災実績箇所は延長いたしますと、左岸では約１５ 、右km

岸では２８ ぐらいになります。これは細区分した長さでありますので、ポイントでkm

はありませんので。長さ区間も若干ちょっと誤差があるかもしれませんが、そのぐらい

です。それに対しまして今回検討済み区間の延長は左岸は２．６６ 、右岸が６．８km

５５ となります。照査基準を下回る区間の延長はどうなるかといいますと、左岸にkm

ついてはすべり破壊は２．６、従って全部ですね、すべり破壊表か裏かどちらかのすべ

り破壊で引っ掛かってしまうという意味でございます。それからパイピング破壊につい

ても被覆土がある場合、ない場合のどちらかで引っ掛かってしまったので、左岸につい

ては今回の検討済み区間２．６６ は全てどこかで照査基準を満たしていないというkm

ことになりまして、何らかの必要対策区間が必要というふうになりました。右岸につい

ては６．８５５ のうち、これはすべり破壊についてはその半分ぐらいがどっか満たkm

していますが、残りの半分ぐらいはＯ．Ｋでありました。それからパイピング破壊につ
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いても同様でありました。従って結果として６．９ ぐらいのうちの半分少し超えたkm

３．６ ぐらいがですね、必要対策区間の延長としてカウントされたというのが今回km

の結果でございます。

【○○委員長】

以上で浸透の説明は終わりですかね。

それでは、もう一度お尋ねいたしますが、いかがですか。

今回の検討は、昨年度の洪水時にいろんな問題を呈したところについて検討したわけ

、 、 、ですが 次回あるいは次々回の委員会でそれ以外の断面 ３－２ページにありましたが

３－２ページの一番上の赤の部分が今回の検討結果の報告、それから下３つについては

それぞれの今後の予定だと、何かございません？

はい、どうぞ。

【○○委員】

この浸透流解析はですね、有限要素法解析でされてる。メッシュも細かくきられてい

る絵があったんですけども、ここはその透水係数は各層で同じものを使っているわけで

すね。一つの平均なり最大値なりですね。ということは、あんなに細かくメッシュをき

、 、 。っているけども もっと粗くてもいいとか 他のところは細かく入っているわけですか

【事務局】

透水係数とか力学定数は各層ごとに決めておりますけども、計算するのは水位の地下

、 、水位の水の流れなものですから その流れは各層横断して細かく動くわけでありまして

その動きの大きいと思われるようなところはメッシュをできるだけ細かくきっておいた

方が精度がよく出るという判断でございます。

【○○委員】

分かりました。

お聞きしたかったのはですね、透水係数はあまりばらつきがない。だから平均値でい

いんだというお話だったと思うんですけども、その対数軸でとってありましたよね。と

いうことは実はやっぱり１０倍、あるいは１００倍ぐらいのオーダーで実はばらついて

たりするわけですね。そういったものをボーリング孔は一定間隔しかないんで仕方ない

のかもしれないんですけども、曲がりなりにもですね、もうちょっと透水係数の変化を

与えて計算したような検討なんかがですね、比較検討の意味でされたりされたんでしょ

うか。
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【事務局】

この透水係数の決め方をですね、堤体土については試験値の最大値と。それから基礎

地盤については試験値の対数平均値というふうに決めたのは、前回の委員会でご報告を

いたしましたモニタリングの結果を使ってですね、一応与えた透水係数と観測された水

位を対比して、このぐらいをとっておけばいいんじゃないかということで決めたもので

あります。従って今後モニタリングの結果がまた増えていったような段階でですね、こ

の透水係数の決め方はまた検討の余地はあるかと思ってます。

【○○委員】

浸透流解析って聞いたので、もちろんメッシュごとに全部違う値を入れることも可能な

わけですね。やろうと思えばもちろん可能ですね。

【○○委員長】

そうですね。今お話があったように、いずれにしてもクリーガーの方法というのは一

つの透水係数を求めていく粒度分布から求める。そのあといろんな室内試験、結構ばら

つきがあるんですよ。まさに透水係数。こういう広い領域、河川の堤防の特徴は延長が

長いというそういうことですわね。だからその意味で隅々まで全部確信が持てるこの順

解析的な実験的に出せない。基本的にはみんな同じになる。だからそこで非常に大事な

ことは、ある透水係数の組で解析をしたものと、現実の洪水、洪水を対象に解析したも

のと観測データがどこまであるかと。要するに逆解析ですわね。この逆解析の方法が何

かの理論的な方法を使ってるということではないんですけども、試行錯誤的にいろいろ

と組み合わせを変えてということで。それで出してるということですから、もう少しエ

レガントな方法も実はあるんですが、ここまではそれをやっていないけれども、ともか

くそういう意味での実測と解析を対比させて問題が起こらないような透水係数を使って

いると、説得力あることですよね。

他にございませんか。

なければ、私心配したんですが、最初だいたいの予定時間があったわけですが、それ

よりも随分早くに事が進んでましたから、すぐに前半が終わるんじゃないかと思ってま

したが、結果的にはドンピシャリというのですか、１５時までが実はこの浸透に関する

説明と討議ということでした。ちょうど１５時までに２分ぐらい残ってますが、他に何

もないようでしたら、ここでいったん休憩をとってですね、次に後半の侵食に関する質

問・討議等については、予定ですけれど、１５時１５分からということにしたいと思い
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ますけれど、よろしいですかね。

それじゃあ前半のご協力ありがとうございました。

いったん休憩したいと思います。

（休 憩）

【○○委員長】

審議に入っていきたいと思います。

まず、事務局の方から侵食に関する審議事項についてですね、前半と同様ご説明いた

だきたいと思います。

【事務局】

資料の方では４－１から４章の方になっております。

パワーポイントの方でご説明いたします。

まず最初は安全性照査の手順ということで、浸透のやり方と同じように、侵食につい

てもこのような手順の表をつくっております。

まず一番最初に行うのは、その左側にありますように、細分化区間の設定ということ

で、これは考え方はまた後でご説明いたしますが、浸透と同じような考え方で侵食につ

いても区間を細分化して、それぞれの細分化区間について代表的な断面を使って安全性

を照査していくということでございます。安全性照査はそこにありますように大きく二

つに分かれます。

一つは護岸工がない場合、もう一つは護岸工がある場合です。護岸工がない場合は、

これは直接侵食に対する安全性照査と書いているのは、堤防の表側ののり面が直接流水

によって侵食されるという現象でございます。それから側方侵食に対する安全性照査と

いうのは、これは洪水敷、堤防の下段の部分です、そこの部分が流水によって１回の洪

水でもっていかれると。側方的に侵食されるということでございます。

、 、 、もう一つは護岸工がある場合でありまして これは護岸工の構造をのり覆工 基礎工

根固工というふうに分けまして、それぞれについて力学的安全性を照査していくと。そ

れらに対して総合的な評価を行って、浸透と同じようにどこか問題があればそこは対策

が必要というふうに考えております。

まず細分化区間の設定ということでございます。これはここでは細分化区間を設定す

、 、る一番最初の大きな大区分 外力一定区間という言い方を浸透の方ではいたしましたが

それに相当するものがここにあります一番上にあるセグメント区分というものを使いま
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す。セグメント区分は後でまた若干ご説明いたします。従ってその上の箱にありますよ

うに、河道特性及び護岸などの調査結果を基に細分化区間を設定するということでござ

います。具体的には下にありますように、一番大きな区分がセグメント区分、セグメン

ト区分でそこに２－１、そこでは２－１－③，④ということでなっておりますが、セグ

メント区分が１から３まであります。それからその細区分の項目は後で詳しくご説明い

たしますが、そこに全部示してあります。

一つは河道、堤防の平面形状ということで、これは河道が直線か湾曲かということで

あります。高水敷諸元というのは、高水敷が不足しているかどうかということになりま

。 、 、す それから被災履歴があるかどうか それから護岸のタイプが高水護岸か低水護岸か

あるいは堤防護岸かというふうなことで、一番下にありますように細分化区間を、そこ

でいいますと５０から６０という番号が付いてますが、そんなふうに分けまして、その

細分化の中で一断面ずつ選んで検討していくと。そういう手順でございます。

先程の河道のセグメント区分でございます。これは河道特性を評価する方法の一つで

ありまして、河川の縦断系でほぼ同一の勾配を持つ区間に区分しております。その下の

表にあります一番上の欄がセグメントの名前であります。セグメントＭ、これは山間地

でありますが、セグメントは１から３、これはほぼ山間地を出て扇状地、それから谷底

平野、自然堤防帯、デルタと移動していく区間のセグメント区分になります。そのセグ

メント区分に応じて河床の材料の代表粒径がだいたいそこにあるような目安の数値であ

ります。それから河岸の構成物質、それから一番分かりやすいのは勾配の目安というの

がありまして、セグメント１であれば１／６０から１／４００ぐらい、セグメント３以

上になりますと１／５０００と。あくまでも目安でありますが、そういうふうに河床の

勾配と河床材料の代表粒径、そういったものがある程度対応されるということでセグメ

ントをしております。

、 、先程の一連区間の細分をする時の指標のまず第１番にありました 中にありましたが

高水敷幅の話でありますが、高水敷幅が不足するということは、具体的にはどういうこ

とかということです。具体的にはそこはまず堤防護岸であるか。堤防護岸の説明はちょ

っとまたこの後で説明するんですが、要するに高水敷がほとんどなくて、護岸が高水と

低水が一体となった護岸であるということでありますが、そういうものであると。それ

からもう一つは側方侵食で危険と判断される箇所。これは側方侵食に対する安全性の照

査基準というのを別途いろんな事例から得られております。その基準がそこの一番下に
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ありますが、セグメントごとに異なります。セグメント１の場合には４０ｍ程度。とい

うのはこれは１回の洪水で持っていかれる高水敷の高水幅Ｂにありますが、それが４０

ｍ。それから２－１の場合には高水敷幅と低水河岸高の比が５倍以上。それから２－２

及び３の場合にはそれが３倍以上。そのぐらいの広い高水敷幅を持っていれば何とか側

方侵食に耐えるだろうという判断でございます。

先程の堤防護岸を含めた堤防の区分の絵でございます。その下にありますように、一

般のよく見る堤防といいますか、右側の下の図にありますように、高水護岸があって、

真ん中に高水敷があって、さらに低水護岸があるということで、高水護岸と低水護岸が

広い高水敷をはさんで分かれているものでありますが、左側にありますように、堤防護

岸というのは高水護岸と低水護岸が一体となって堤防を守っていると。そういうタイプ

であります。

侵食に対する安全性の照査をこれから行っていくわけでありますが、これは先程の流

れの中に示したものと同じであります。護岸工がない場合、ある場合でこういう項目で

やっているということであります。

具体的に侵食に対する検討をしていく時に、一番重要なのは流速であります。それで

代表流速をどうやって求めていくかというところが一番重要ということであります。代

表流速の設定フローがここに示されております。代表流速は更に細かくはこの後また続

けて説明いたしますが、全体の流れで言いますと、まず準二次元の不等流計算を使って

代表流速の中の平均流速でありますが、それを求めていきます。まず流速の基準は準二

次元不等流計算から求めています。それに対していくつかの補正係数ををかけて代表流

速にしていくと。代表流速は一番下にありますように、このＶ とというのはちょっと０

説明がありませんが、代表流速。それからＶ というのは平均流速。先程言い間違えてｍ

おりましたけども、平均流速が一番上にあります。その平均流速にかけるαで補正をし

ていくと。その結果が代表流速になります。

そのαの補正の内容が真ん中にありますが、堤防護岸と低水護岸の場合には洗掘によ

る補正と湾曲による補正を行います。それから高水護岸の場合は湾曲による補正と、低

水の流れの緩衝による補正を行います。最初に平均流速を求めるための準二次元不等流

計算の方法をここで示しております。これは洪水量を対象にした水位計算の手法、不等

流計算でありますが、川の流れを準二次元的に取り扱ったものであります。その意味は

下にありますが、河道の断面内を横断形状とか、それから樹木が繁茂している状況とか
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そういうものによっていくつかの断面に分割いたします。その分割した断面ごとに平均

流速と断面の平均水位を求めていくと。そういうやり方であります。

例えば、今、細分化区間、具体的な位置はキロで２８．８ 付近にありますが、そこk

の場合の検討条件の例を示したものであります。ちょっとこの先に代表流速の計算例を

示します。その場所でありますが、ここではまず河道の平面形状は直線であります。堤

防の区分としては堤防護岸であります。代表流速の設定フローでいいますと、先程のフ

ローで言うとこの赤い太字の方になります。堤防護岸でありまして直線部でありますの

で、結局ここで代表流速を求めるための補正を考慮する項目は洗掘による補正だけにこ

の場合はなります。それに対して洗掘による補正はどうやって求めるかという式です。

そこにありますような式で洗掘による補正係数を出します。そのためにはΔＺという洗

掘深、それからＨ の設計水深、これが必要になってくると。それではここ洗掘深をd

どうやって求めるかと。洗掘深は下の絵にありますように、河床の一番最深河床高の位

置から洗掘深を求めるわけでありますが、その諸方法が別途あります。洗掘深の求め方

として二通りありまして、まず洗掘の位置が移動しない場合、それからこのあとは移動

する場合になりますが、まず洗掘の位置が移動しない場合については経年的な河床変化

の中で最も深い値を採用するというふうにしています。下の図にありますように、横軸

が時間で縦軸が標高とした場合に、経年的にある年に非常に深くなっていたという場合

に、その一番深い時を使って最深河床高を求めると。それからそれを洗掘深にするとい

うことでございます。それから洗掘位置が移動する場合には、何回かの河床の縦断測量

の結果を重ねまして、セグメント河床勾配から区分した区間の最小河床高の包絡値を使

う。その下の図にありますように、ここの場合は３回のデータを使って、それを全部重

ねてちょっと細かな説明は省きますけども、いったん平均値をとって、更に包絡値をと

、 、るというようなことをしていますが まあとにかく何回かのデータから包絡線を作って

それを基にして決めるというふうにしています。

従ってそういうことによって洗掘深を求めますと、先程の代表流速を求めるためのα

が求まるということで、この場合の補正係数αはちょっと計算の詳細は本文の方に戻り

、 ． 、 、 ．ますが １ ０９になっていましたので 平均流速は別途求めておりまして これは３

５２ｍになります。従ってこれをかけますと、３．８４ｍであると。これが代表流速と

いうことになりました。

次に、護岸工がない場合の照査方法ということであります。これは直接侵食に対する
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安全性と、それから側方侵食に対する安全性と大きく二通りでございます。

【○○委員長】

ちょっとすいません。

私自身がちょっと確認をしたいことがあるんですがね、先程の包絡線、ちょっと話題

が変わるもんですから、護岸工がない場合に移る前にですね、ちょっと。この場合の包

絡線というのは、どんな線なんでしょう。これ、分からないんですよね。この包絡線と

いう意味が。

【事務局】

ここでの包絡線はですね、平成２年、平成５年、平成７年のですね、河床の縦断測量

結果、それぞれ横軸が河床の距離なんですね。縦軸が標高になっておりまして、その３

年間で河床の縦断測量結果が図のように変化していったということですね。ちゃんと洗

掘位置も移動していたということになります。それに対して一番深い部分のですね、一

番深い部分の包絡値を描いていって、そこの値を使ってあとで各断面の最大洗掘深を出

してやるという考えなんです。

【○○委員長】

あのですね、例えばここの部分がですね、この点と、あるいはここだとこの点を通る

という一番深いとこをつないだ線ということではないんですか。この場合の包絡線とい

う意味は。逆に言うと何でこんなにギャップがあるのかなということを単純に考えて分

からないんですが。

【事務局】

ちょっとそこでやや平均化いたしました。生の値を使うとですね、非常に細かな線に

なってしまうということがあるので、ある程度少しスムージングしたというか、平均化

したというか、そういう形の河床の動きをしてやった方が、より安全側でないかなとい

うふうに思ったんです。平均値をして、平均値をとりましてですね、一番深い部分、そ

こでいいますとちょうどセグメント１と２のちょうど間のところですね。そのあたりが

実は一番深いんですけども、そこに合わせるように全体を、平均値をですね、カーブを

平行移動して。

【○○委員長】

平行移動、ああそういうことですか。

【事務局】
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そのためにですね、一番深いところはもちろんそこに合うし、それ以外のところも想

定される最深河床高よりも深くなるはずだから、より安全という考えです。

【○○委員】

断面データが２００ｍの間隔しかないんですね。深掘なんかというそういう変動とい

うのは、そのもっと短いスパンというんですか、波長で起こってます。だから実際は今

ここに描いている２００ｍ間隔ごとの断面線上にダーっと載ってるんですね。それが捉

えらえてないだろうと。そういうことです。

【○○委員長】

分かりました。

ついでに今切れ目ですから、何かありません？

いいですか。それじゃあ先お願いします。

【事務局】

一応手法の方を続けますが、護岸工がない場合の照査方法ということで、直接侵食と

側方侵食の２種類があるということです。

直接侵食に対する安全性の照査というのは、これは侵食の外力と植生の耐力のつりあ

いで評価するということであります。これは先程言いましたように、堤防の表のり面に

芝が生えております。その芝に対する外力と、それからその芝が生えてる状態でもって

る土の耐力とのつりあいで強化するということで、この両方を比較してもし耐力が外力

を下回れば駄目ということになります。

このあと具体的な計算、手法をご説明しますけども、下の方にありますように、植生

体力に関しては主要なパラメータとしては、許容侵食深、それから外力が作用する継続

時間、それから平均の根毛量というふうなものがございます。それから侵食の外力の方

は主要なパラメータとしては代表の流速、それから水深というものがございます。

まず植生の耐力の方でありますが、平均根毛量というのは、これは地表面から深さ３

ｃｍまでの土中に含まれる根及び地下茎の総重量というものでございます。これは要す

るに根毛量が密であればあるほど侵食に対してより強い耐力を持っている、大きな耐力

を持っているだろうという考えです。地表面から深さ３ｃｍまでというのは、これは土

木研究所などの方でですね、長いこと実験を積み重ねた結果、このぐらいの深さが適当

であろうというんですか、ならば期待できるだろうということで設定したものでござい

ます。測定は下の方にありますように、実際に土をとったり、あるいはこういう簡易測
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定法で現場でですね、差し込んで、これをトルクをかけて、その時の強さで根毛量を求

めると。そういうふうな２種類の方法がございます。

それから次に側方侵食に対する安全性の照査、この表は先程ちょっと出てまいりまし

た。高水敷、１回の洪水で侵食される高水敷幅の目安ということで、実際にそこでの高

水敷の幅を求めましてありますので、その高水敷幅がセグメント区分に応じたここでの

基準の幅を満たしているかいないかでもってＯ．ＫかＮＯかと決めるということでござ

います。

次が護岸工がある場合でありまして、護岸工がある場合には先程言いましたように、

右上の図にありますように護岸の構造は大きくのり覆工と基礎工と根固工に分かれます

、 。 、ので それぞれについて力学的検討するということでございます のり覆工については

一番左側にありますが、代表流速を計算して護岸の構造モデルを決めて求める。それか

ら真ん中にある基礎工については、基礎の天端高さ、それと最深河床高、それとあとは

根固工がある場合とない場合で分かれますが、それによって求める。それから根固工に

ついては一番右側にありますが、根固工の敷設幅、それからその重さ、そういったもの

と掃流力との関係から求めていくということでございます。

まずこれはのり覆工の安全性の照査ということで、これも今までの研究でいろいろな

護岸のタイプについてのり覆工のタイプに対してこのくらいの流速まではもつというの

がですね、実験的に示されておりまして、それとの比較で判断しているということが現

状でございます。代表流速と護岸タイプの対応表から安全性を決めていくということで

あります。この表にあるような形であります。

具体的な例として、例えばここにありますような連接ブロックの場合、環境保全型ブ

ロック、右下にありますが。その場合だと代表流速。一番右側にある箱の１が環境保全

型ブロックになってますが、その上の連接ブロックが正しいんですが、代表流速が５ｍ

まで安全という実験結果が得られております。それに対して左側の方にちょっと書いて

ますが、代表流速は別途計算しますと４．５ｍになったということであれば、これは一

応のり覆工については安全というふうに判断したということでございます。

それから基礎工については大きく３つあるということで、大きく２つといいますか、

基礎工の天端高が最深河床高より深いか浅いかということで判断しました。左側の方が

基礎工の天端高が最深河床高より深いというふうな絵であります。それから右側の方は

最深河床高より浅いという場合でありまして、右側の方は危険ということであります。
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ただ右側の方の場合でも、根固工が別途あるという場合には、根固工の安全性が満たさ

れていれば基礎工の安全性も○。トータルとしては安全性は○というふうになります。

その根固工の照査の考え方であります。これは護岸全体に河床低下が生じても、ブロ

ック一列もしくは２ｍ程度の平坦面が確保される幅ということで、その絵にありますよ

うな平坦部、それから下に垂れている部分ですね。その合計で根固工敷設幅が十分ある

かどうかということで判定いたします。

、 、 、具体的な計算例がこの図でありまして 例えば平坦部が２ｍ それから垂れ下がり部

これは下にありますような計算をいたしますけども、それの合計がＢというものであり

、 。 。 、ますが これが必要根固幅 これが５ｍということです この５ｍという数値に対して

実際のその現場で、例えば洪水なんかで根固工が流されたとして５ｍをきっているとい

うふうな場合には危ないというふうな判定です。

総合評価といたしましては、細分化された区間の中で最も危険と考えられる断面につ

いて安全性を照査していくということであります。この時の外力としては、細分化され

た区間の中で最も大きい代表流速を用います。それから代表断面の選定については、護

岸工がある場合はのり覆工の耐力が低い、あるいは基礎部の安定性が低い。それから護

岸工がない場合には植生の耐力が弱いということで、とにかく一番耐力の弱い、危険だ

と思われる河床を選んで検討するというふうにしています。

これは総合評価の一例でございます。ここに下にありますように、評価の項目として

、 。 、は護岸のタイプがあって 護岸の有り無しの区分がある 護岸が有る場合にはのり覆工

基礎工、根固工、それからない場合には直接侵食か側方侵食というふうな項目に分かれ

ますが、各護岸区分の評価の中で一つでも安全性を満足していないものがある区間は、

総合評価を×とすると。要するに総合評価としては問題有りというふうにするというこ

とでありまして、一番下に総合評価の欄がありますが、ここで色の付いた部分が全部問

題有りということになるということでございます。

これまでが今までのおさらいも含めて説明いたしました。安全性の照査の結果につい

ては、本文の４－１３ページが吉野川、それから４－１４ページが旧吉野川・今切川、

これを図で示しております。それから具体的な数値に関しましては、４－１５ページが

吉野川。失礼いたしました。１５ページからですね、１７ページまでの間で吉野川につ

いてもう少し細かな検討結果のデータを示しております。

そのうちのですね、一つの部分的な例を図の説明をこのパワーポイントでさせていた
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だきますと、ここでは１６ 付近から２４ 付近でございます。吉野川本川です。このk k

、 。赤で示したのが高水護岸 または堤防護岸のところに問題がありという箇所であります

いきなり結果の方が入ってますけども、この区間では高水護岸または堤防護岸のところ

で何らかの照査基準が満たされていないということでございます。それから２３ のとk

ころにちょっと黄色がありますが、ここはここの部分の低水護岸が照査基準を満たして

いないというふうなことでございます。これを昨年度の洪水の被災箇所と重ねたもので

ございます。洪水の被災の内容は侵食でありますから、水衝部または洗掘ということに

なりますけども、そういうふうな被災が緑で書いたところで起きていると。従ってこれ

に見られるように、去年の被災箇所はほとんど今回の安全性照査結果でも問題がある箇

所と一致しているということのようでございます。

照査結果は先程の細かな表の方で示しております。全体を説明したのが一番最後に載

せておりますが、それを一覧表として示したものでございます。吉野川と旧吉野川、そ

れから今切川であります。堤防延長が例えば吉野川の場合でいいますと、左右岸各４０

、検討対策区間延長が３７ ぐらいであります。照査基準を下回る区間の延長でkm km

いいますと、吉野川の左岸は結局どれかが引っ掛かって必要対策区間となるというのが

約３０ あるということであります。左岸が３０ 、それから右岸が２５ ぐらkm km km

いとなりました。旧吉野川と今切川につきましては、元々堤防がないという区間も多い

もんですから、検討対象区間そのものが非常に少ない状態であります。以上が全体の結

果でございます。

【○○委員長】

どうも。

私はこの侵食のところについては、前半のいろんな側面で解説を加えたそういう意識

ではないもんですから、一通りの説明を受けてまいりましたが、何かございません？

○○先生、何か解説を加えるようなこととか。

【○○委員】

ちょっと２点だけ。一つは言葉の話なんですけど。

資料の４－９、そのもう一つ前のところなんですけど、植生耐力という言葉が使われ

ておるんです。この言葉だけを日本語で聞きますと、植生、つまり草が流れによって引

き抜かれてしまって流出するというような印象を与えるんですけども、ご説明もそんな

ふうにされたんではないかなと思うんですが、実は植生耐力っていうのは、これは非常
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に長ったらしい言葉の間を抜かれております。つまり植生に覆われて、地面の中に根が

残っているその地表面がどれぐらい侵食に強いかということでございまして、ある時間

内に何ｃｍか掘られるためにはそのへんの流れの速度がいくら必要かということを、っ

てもって危なさを測っておるということでございます。ですからそれ以上の流速がその

のり面にかかればある時間内に、２ｃｍなら２ｃｍ以上掘られちゃいますよと。そうい

う話ですね。まあこれは案外小さな数値になっておりますので、これが堤防そのものの

地盤力学的な強度というものと果たしてそれが結び付いているものなのかどうか。これ

は私もよく分かりません。ともかく表面がちょっと洗われますよという、そういう話で

ございます。解釈です。

それからこれは質問なんですけども、うしろから２，３番目のところに検査結果を示

されて、赤い危ない箇所が１６ から２３ までかな。もう一回クリックして下さい。k k

黄緑のカバーをかけられたんですけども、これは平成１６年の被災箇所であったわけな

んですが、その被災するかしないかということについてはいろんなチェックをやりまし

たよね。低水護岸がどうのこうの、あるいは高水敷が洗掘されるパターン。４つか５つ

ぐらいのチェック項目についてどれかに引っ掛かったら赤ですよということなんです

が、黄緑のものをかぶせられましてよくあってるでしょというふうにおっしゃったんで

すけども、黄緑で重ねたところにもやはりそれは何らかの被災パターンがあったんです

ね。堤水護岸の洗掘なのか、崩壊なのか侵食なのか、あるいは表面ののり面のちょっと

した洗い出しというか。そのへんいわゆる赤という判定をした時にアウトでしたよとい

う項目と、現実に平成１６年度に起こった何らかの被災というものの形態というんです

かね、形が果たして合っていたのかどうか。そのへんチェックはなさっておるんでしょ

うか。

【事務局】

今お示ししている部分はですね、小さいものも含めて少し護岸が欠けたとかですね、

のり面がとんでるやつも含めて入ってまして、大規模に飛んでる、基本的には川の中で

何らかの変状が見られたところということにはなっております。その程度はいろいろあ

るので、ちょっとこれは表現しきれてないんですけども。

【○○委員】

程度以上に形態ですね。形態があってたかどうか。

【事務局】
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基本的には低水部がほとんど傷んでると。高水部が傷んでいるというわけではないで

す。どっちかというと低い方の護岸が少しポロポロっとのいてる。大規模にのいてると

ころについては今回災害復旧するんですけども、そういったところはがっさり今回の出

水によって護岸全体がとんでるという。ちょっとごちゃ混ぜになってますけど、そうい

う状態です。

【○○委員】

今○○先生が言われた通りで、１６年の被災の原因と形態、それから今回のチェック

した護岸なのか根固なのか、あるいは植生なのかというようなところの安全性を満たし

ていない原因とよくつきあわせて分析しないといけませんね。

トータルとしてもつところが何 、安全性を満たさないところが何 という集計km km

はそれはそれですればいいと思いますけど、その結果が重要なんではなくて、我々はそ

れぞれの原因が分かってきた中で、どういう対策をしていくべきなのかということを次

のステップとして考えていくわけで、そういった意味で今回の結果とこの１６年の被災

箇所の原因というのをよく次回までに分析していかないといけないんでないでしょう

か。

【事務局】

分かりました。次回お示しするようにいたします。

【○○委員長】

他にございません？

はい、どうぞ。

【○○委員】

この図で赤い箇所がですね、対策箇所が非常に長いんですけど、全て今後対策をする

必要があると思うんですが、大雑把に言って全ての対策を完了する時間的な余裕という

のはどう考えたらよろしいんですか。

【○○委員】

私の方からお答えしたいと思いますが、４－１５ページをもう一回見ていただけます

でしょうか。

こちらが吉野川右岸と左岸の評価項目別の○×表になっておるわけですね。これを見

ていただくと、詳細に見ていただくと、護岸がなくて直接侵食をするという箇所がまず

非常に多いのが目に付くと思います。これは基準通り計算をするとこういう結果になる
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わけですが、その植生によってどの程度まで堤防がえぐられるのを許容するのか。一応

２ｃｍというような基準が示されているわけですけども、そういったこともどうなのか

という話があります。それから現実的にこの箇所全てを今すぐですね、コンクリートの

護岸を張る必要があるかというと、昨年度の度重なる出水の被災の実績も踏まえると、

そんなに急ぐ必要がないんではないかというような考え方もできる。もちろん予算的な

制約もある。それから工種別の優先順位の考え方もあります。例えば堤防がないところ

に堤防をつくるのが先であって、堤防があるところのこういった高水護岸を張るのは後

でもいいんではないかというような考え方もできる。従いまして、現段階ではとりあえ

ず計算結果で中長期的に見た時にこういった計算結果から見ると、被災する可能性があ

るので何らかの対策をしないといけないんではないかというようなレベルまで分かって

きたということで、これを具体的にどのぐらいの期間でどのぐらいのお金をかけてやっ

ていくのかというのは今後の行政側の検討課題ということになろうかと思います。ちょ

っとお答えになってませんけども。

【○○委員】

私はですね、非常に楽観的に見てます。赤になってるけども、すぐさまあれに対して

例えばのり覆工のようなものを処置する必要はない。と申しますのは、危ないですよと

評価をしたその流速というのはですね、先程もちょっと申し上げました。洪水の時間内

に何ｃｍぐらい掘られる流速がこれくらいですよと。現実にある流量を与えた時の流速

がそれを超えているから危ないということですね。２ｃｍ掘られるということが、果た

して本当に堤防全体の土質力学的な安全率に効いてくるのかっていうのは、私は素人で

すけれども、おそらくほとんど効かないだろうと。

もう一つはですね、あるものすごい危険度のオーバーエスティメートになってるんで

すよ。と申しますのは、あの評価っていうのはですね、草を完全に刈ってしまって下に

根しか残ってないんです。あとは裸のドハっていうんですかね。それが出てますよとい

う時の掘れる深さなんです。普通は植生は、草刈りはまあ年に２回ぐらいされてるんで

すかね。やってるんですけども、すぐポッと生えますし、元々地面ぎりぎりまで草が刈

れるわけじゃない。数ｃｍから１０ｃｍぐらい、実は機械で刈ってますのでやっぱり残

ります。そうすると、その残ったところがですね、地面を守るその守り具合っていうの

は数十倍ぐらいの強さをもたらすぐらい守ってしまうという意味で、あれは私は非常に

心配しすぎた評価じゃないかなと思ってまして、そういう割引をちょっと考えないとい
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けんかなと思ってます。

【○○委員】

いずれにしましてもね、非常に危険な程度というのがやはり先程の浸透の場合と同じ

ようにあると思うんですね。ですからその優先順位というのは非常にこれから重要にな

。 、ってくるんじゃないかなと思うんですよね それで冒頭に委員長が言われましたように

平成１７年度もですね、台風、豪雨災害が発生するおそれがあるだろうというようなこ

とでしたが、そういう優先順位を考えて、それで大事なところ、危険なところから順次

やっていくということは非常に大事でないかと思います。

【○○委員】

今お二人の先生からおっしゃられたこと、私もお話を聞いて尤もだと思いました。浸

透によるすべり破壊、あるいはパイピング破壊が堤防の破堤につながる非常に危険な現

象であるということに比べて、堤防の侵食、先程○○先生の方から２ｃｍ程度侵食した

ところで堤防本体の破壊に直接的につながる可能性は少ないんでないかとおっしゃられ

ましたけど、私ども河川管理者としてもそういう認識を持っておりまして、そういった

意味においても緊急性、優先度というのは浸透に対する破壊に比べると低いのかなと。

植生に関して言えばですね。そういうふうに我々も考えてます。

【○○委員長】

非常に細かい些細なことだと思うんですが、この資料の４－８ページをちょっと見て

いただけません？４－８ページに写真があるもんだから、それで開けていただいたんで

すけれど、まずこの左側の中央にある枠組みのあるすぐ下に、Ｄ－ＢＲＫとして許容侵

食深さ２ｃｍと、こうありますね。先程○○委員の方からも２ｃｍ云々ということが言

及されたところですけれど、要するに２ｃｍという侵食の深さというのは、右側にある

写真のこういうところであてはまることだと思うんですけど、この写真のような状況で

２ｃｍの侵食の深さというのはいったいどこから測って、何を言うのやという。せめて

１０ｃｍオーダーぐらいであれば何となく感覚的に素人としてもピンとくるんですけれ

、 、ど この凹凸の激しいこんなところで２ｃｍという侵食の深さというのは何を意味する

どう測るのかっていうような。こんなことはどうなんでしょうね。

○○委員が先程植生を全部カットして流して云々ということもあったから、そういう

ことを思ってみたりするんだけど、何か私、オーダーが１オーダー小さすぎてピンとこ

ない。コンクリートの表面なんかであればともかく、こういうところで２ｃｍ。例えば
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これ、現実にある洪水の後で現地調査をして、侵食の大きさが１ｃｍでしたとかってい

う調査もあっておかしくないと思うんだけど、そういうのはどうやって測るのかなって

思って。非常に単純な疑問です。

実験の状況で。

【○○委員】

何らかの基準値が欲しかったんだろうと。

【○○委員長】

要するに計算上のある役割を演ずる量がこんなものだというような、こういうことな

んですかね。

【事務局】

ちょっと詳細は私も把握しておりませんけども、そういうことで、土木研究所でです

ね、こういう堤防の状況をつくって実験をした結果なんです。この２ｃｍというのは要

するに、上に乗っている土の部分なんですね。ですから、その土の部分がいってしまっ

た後は、その後に残っている上の部分で頑張るという考えで、その土の厚さが２ｃｍぐ

らいあれば、これ、洪水の継続時間とも関係しておりますので、ある程度時間稼ぎがで

きるということなんですね。だからちょっと２ｃｍとなると非常に微細な数字という感

覚は受けますけども。

【○○委員長】

計算上出てくる量としてこういうもんだということであれば、それはそれで理解はで

きますが。

もう一つすいません。ついでに非常に大事なことですが、例えば４－１５ページにで

すね、高潮区間のため照査対象外と。こういう表がございますね。これはどう受け止め

たらいいんですかね。何もしなくていい検討しなくていいということなのか、別途何か

高潮のための対策が講じられるからということ。どういうことなんでしょう。

【事務局】

高潮につきましては波浪が卓越しますので、波浪について検証して、基本的には三面

張りの最終的には堤防をつくるというのが今の。

【○○委員長】

それへの対策が別途検討するかという意味で。

【事務局】
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まあ流水に対しては今回は外してあるということです。

【○○委員長】

それじゃあ、○○さん何か。

【○○委員】

もし護岸工をですね、検討結果として行うというかですね、つけるということになっ

た場合には、浸透の方で浸潤面ですか、あれが変化してくると思うんですけども、そう

すると区間によっては再計算やり直し、あるいは浸透の方の一連区間とか検討区間の細

々分みたいな話になるのかなと思ったんですが、そのへんはいかがですか。

【事務局】

それは次回以降のですね、対策工の検討で具体的にやっていくことなんですけども、

対策をする時には、実はこのあとに地震の話もありますけども、浸透も侵食も地震も含

めてですね、全体にお互いに悪さをしないような、一番兼ねられるものは兼ねるといい

ますか、そういう効率的な対策を施工していくということです。ですから具体的に言う

と護岸の場合には、例えば浸透でも護岸を貼って遮水シートで川表からの水の進入を防

ぎたいという要望もたぶん出てくると思いますし、それが同時に高水護岸の侵食に対す

る対策にもなるということもあるかと思ってます。

【○○委員長】

まさに今説明があったところの悩ましい問題は、個別的に浸透に対する対策、あるい

は侵食に対する対策、それからまだこれからの議論ですけれど地震に対する対策という

か、これがあるんですね。それぞれ個別に検討したものをですね、要するに実行すると

いうことになれば、どっかで相反することがあるとか、競合するとか、無駄なことが起

こるとかっていう、こんなことはもう当然あるわけですね。だから最終的にはトータル

な評価をする必要がある。彼はもう近々アメリカへ１年間行くもんだから、早く帰って

きて特に地震に対する対策のところは彼は専門ですから、いろいろな意見もいただかな

いかん。こういう思いがありますが。また改めて議論したいと思います。

【事務局】

すいません、もう一点補足させていただきますけど、１５ページ、１６ページ、１７

ページでですね、全体の評価の表を示しておりますけども、評価基準、方法については

先程来ご説明した通りでありますけども、代表流速というものを求める時に、準二次元

不等流計算で基本的には求めております。ただし吉野川の第十堰の背水区間に関しまし
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ては、斜め堰ということもあって、そこについては等流計算で求めているとなっており

ますので、それをちょっと補足させていただきます。

【○○委員】

本来レベルアップされた計算モデルでやらなければいけないんだけども、それは実際

は後からやる、本来は計画だったんですよね。ここではとりあえずは準二次元でしても

いいけども、それは手間がかかりすぎるので、一応等流というものの大雑把な評価で代

用しましたというふうに言わないと、駄目ですよ。

【事務局】

分かりました。

【○○委員】

今、○○先生の方からご指摘があった通りで、第十堰のところの水利現象を解析する

のは非常に難しいわけでして、随分昔に模型実験もやったような経緯もありますが、そ

のことだけに集中してますと、それだけでもかなりの労力と時間がかかってしまうとい

うような話もある。そういった中で、我々は今議論しているのは、あくまでも堤防の安

全性の評価をしているんであって、そういったことであれば代表流速を求める時に一番

最も簡略な、精度が悪い、精度はもちろん悪いわけですけども、簡略な等流計算で流量

を与えて計算してもいいんではないかという判断をしたということでございます。

【○○委員長】

他に何かございません？

委員の皆さん方何かありません？

あるいは事務局の方で補足の追加説明ございませんか。

よろしければ、この議題については以上で終えさせていただきたいと思います。

その他の議題は議題書にあがっておりますが、何かございますか。

【事務局】

ありません。

【○○委員長】

それじゃあですね、本日、審議ならびに討議すべきテーマは以上で全て終了いたしま

した。

このあとはですね、今日の議論も踏まえて、４回、５回、６回ということはきっと計

画されていると思いますが、冒頭でも少し言及させてもらいましたように、地震という
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こともあります。今回スマトラ沖地震というようなとんでもないものが起こったりとい

うようなこともあってですね、津波ということがいっそうクローズアップされてきてお

りますが、そういうこともありますし、それからもっと近々のところでは、やがてあと

半年もすればくる今年の夏の台風、豪雨シーズンに向けて少しでも可能なところは検討

していくというような意味で、どうぞ河川堤防を管理されておられる国交省としてはで

すね、可能な限りよろしくお願いしたいと思います。

それでは、以上で私の役割は終わりですから、事務局の方にマイクをお返しします。

どうも失礼しました。

【司会】

、 。長時間にわたりまして 熱心な御審議をいただきまして誠にありがとうございました

今日いろいろと指摘いただいた事項につきましては、次回以降の委員会にも反映させ

てまいりたいと考えております。

次回の委員会、第４回は６月頃を予定しておりまして、日程等については後日調整さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。

これにて終了いたします。

ありがとうございました。

－了－


